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改正道路交通法①

無
料
法
律
相
談

人
権
相
談
所

　
天
平
の
森
で
は
、
自
然
と
の
ふ
れ

あ
い
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
　
１２
月
２
日（
日
）

�
　
　
　
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

■
場
所
　
天
平
の
森
研
修
棟

■
内
容
　
長
峰
山
で
収
穫
で
き
る
タ

　
ケ
ノ
コ
の
皮
を
編
ん
で
草
履
を
作

　
り
ま
す
。

■
料
金
　
１
、５
０
０
円（
昼
食
代
含
む
）

■
募
集
人
員
　
２０
人（
先
着
順
）

■
申
込
方
法
　
１１
月
２６
日（
月
）か
ら
電

　
話
な
ど
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

　
天
平
の
森
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
天
平
の
森

　（
4
６２
・
６
２
３
５
6
６２
・
６
２
３
６
）

　
松
本
職
業
能
力
開
発
促
進
セ
ン
タ
ー

で
は
、
平
成
２０
年
１
月
か
ら
の
受
講

生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
募
集
コ
ー
ス

・
テ
ク
ニ
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
科

�
　
加
工
↓
製
図
コ
ー
ス
　
１５
人

�
　
製
図
↓
加
工
コ
ー
ス
　
１５
人

・
金
属
加
工
科
　
　
　
　
　
１５
人

・
電
気
設
備
科
　
　
　
　
　
１５
人

・
ビ
ジ
ネ
ス
ワ
ー
ク
科
　
　
１５
人

■
訓
練
期
間
　（
６
カ
月
訓
練
）

�
平
成
２０
年
１
月
８
日
〜
６
月
３０
日

■
申
込
期
限
　
１２
月
３
日（
月
）

　
松
本
職
業
能
力
開
発
促
進
訓
練
セ

　
ン
タ
ー

�（
4
５８
・
２
９
０
５
6
５８
・
５
０
６
２
）

　
安
曇
野
の
冬
を
彩
る
約
２０
万
球
の

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
今
年
も
国
営

ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園
で
行
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
期
間
中
の
土
・
日
を

中
心
に
手
づ
く
り
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

の
上
映
や
音
楽
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ベ
ン
ト
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　

�
１１
月
２３
日（
金
）〜
１２
月
２４
日（
月
）

■
開
園
時
間
　

�
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
８
時

※
点
灯
は
、
午
後
４
時
か
ら
開
始

■
休
園
日
　
１１
月
２６
日

　
　
　
　
　

１２
月
３
日
・
１０
日
・
１７
日

　
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園

�
管
理
セ
ン
タ
ー

�（
4
７１
・
５
５
１
１
6
７１
・
５
５
１
２
）

　
市
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
松
本
在

住
会
の
協
力
で
、
無
料
法
律
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

■
日
時
　
１２
月
１３
日（
木
）

�
　
　
　
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時
３０
分

■
場
所
　
三
郷
総
合
支
所
第
三
会
議
室

■
相
談
人
数
　
８
人

■
相
談
時
間
　
１
人
２０
分

■
申
込
方
法
　
１２
月
６
日（
木
）の
午
前

　
９
時
〜
正
午
ま
で
に
電
話
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
先
着
順
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
受
付
時
間
内
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
し
込
み
多
数

の
場
合
は
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　
本
庁
舎
内
総
務
部
総
務
課

　（
4

７１
・
２
０
０
０
6

７１
・
５
０
０
０
）

　
子
ど
も
や
女
性
に
対
す
る
不
当
な
差

別
、
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
な
ど
の
人
権

問
題
に
つ
い
て
お
悩
み
の
人
を
対
象
に

し
た
人
権
相
談
所
が
次
の
と
お
り
開
設

さ
れ
ま
す
。

■
開
設
日
時

�
１２
月
４
日（
火
）
三
郷
公
民
館

�
１２
月
５
日（
水
）
穂
高
会
館

�
１２
月
６
日（
木
）
豊
科
公
民
館

※
い
ず
れ
も
午
前
１０
時
〜
午
後
３
時

■
相
談
担
当
者
　
人
権
擁
護
委
員

■
そ
の
他
　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は

　
固
く
守
ら
れ
ま
す

　
本
庁
舎
内
人
権
尊
重
課

　（
4
７１
・
２
０
０
０
6
７１
・
５
０
０
０
）

 
県
内
の
警
察
署
な
ど
で
は
、各
種
相
談

窓
口
を
設
け
て
、犯
罪
被
害
者
や
家
族
の

相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

▼
警
察
安
全
相
談

 （
4
０
２
６
・
２
３
３
・
９
１
１
０
）

▼
暴
力
追
放
ダ
イ
ヤ
ル

 （
4
０
２
６
・
２
３
５
・
１
２
２
４
）

▼
女
性
被
害
犯
罪

　
ダ
イ
ヤ
ル
サ
ポ
ー
ト
１
１
０

 （
4
０
２
６
・
２
３
４
・
８
１
１
０
）

▼
ヤ
ン
グ
テ
レ
フ
ォ
ン（
Ｆ
Ａ
Ｘ
兼
用
）

 （
4
０
２
６
・
２
３
２
・
４
９
７
０
）

▼
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
長
野
犯
罪
被
害
者
支
援
セ

　
ン
タ
ー
」中
信
地
区
相
談
室

 （
4
７３
・
０
７
８
３
）

※
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時（
祝
日
除
く
。

　
た
だ
し
、毎
月
第
２
金
曜
日
は
、午
後

　
７
時
ま
で
）

　穂高町まちづくり条例・安曇野市宅地造
成事業に関する指導要綱に基づき市長が認
めた開発事業です。

穂高地域（承認日　平成１９年１０月１５日）

■太田敬三の開発事業

�・場　　所　穂高有明９３９４番１他１筆
�・開発面積　２,１３３.００㎡
�・目　　的　診療所１棟および住宅１棟
�　　　　　　の建設
■株式会社マルイチマシンの開発事業

�・場　　所　穂高８４１１番１他１筆
�・開発面積　２,９９５.１３㎡
�・目　　的　第２工場の建設

三郷地域（審査日　平成１９年９月２７日）

■有限会社セス・コーポレーションの開発事

業

�・場所　三郷明盛２３３２番１他１筆
�・開発面積　２８５７.２４㎡
�・目的　建売分譲１０区画の建設

市内の開発事業の承認および審査
【平成１９年９月 開発審査分】

　コミュニティの健全な発展を図るとともに
宝くじの普及のため、財団法人自治総合セン
ターでは、宝くじの普及広報事業として「一
般コミュニティ助成」・「緑化推進コミュニテ
ィ助成」・「自主防災組織育成助成」・「コミュニ
ティセンター助成」・「青少年健全育成助成」
などを支援する事業を実施しています。
�本年度、「一般コミュニティ助成事業」と「青
少年健全育成助成事業」の助成を受けています。
青少年健全育成助成事業では「あそびながら、
感じ学ぶチルドレンズ・ミュージアム」を
７月２８日に開催しました。当日は、夏休みに
入った多くの親子が参加し、生活の中にある
不思議なこと、自分で体験・発見する移動科
学館を楽しみました。

コミュニティ助成事業の実施について

長
峰
山
森
林
体
験
交
流
セ
ン
タ
ー

天
平
の
森「
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
教
室
」

国
営
ア
ル
プ
ス
あ
づ
み
の
公
園

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
森
の
光
物
語

職
業
訓
練
受
講
生
の
募
集

改正道路交通法①
悪質運転・危険運転の根絶のために

　最近の道路交通をめぐる情勢に対応し、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、平成１９
年６月２０日に道路交通法が改正されました。改正道路交通法について、分かりやすく解説します。今回
は、９月１９日から施行されている、悪質・危険運転者対策に関する改正です。
�
�

さらに、公布の日から２年以内には、
酒酔い運転、救護義務違反など一定の悪質な違反行為により免許の拒否、取り消しを受けた場合は、
３年以上１０年を超えない範囲内で免許を受けることができなくなります。

　安曇野警察署（4７２・０１１０）

悪質・危険運転者への厳罰化

�免許証提示義務の対象拡大

改正ポイント

~~~~~~~~~~~~~~

酒酔い運転

酒気帯び運転

飲酒検知拒否

救護義務違反

免許証提示義務

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

30万円以下の罰金

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

5万円以下の罰金

いわゆる「ひき逃げ」の厳罰化です。

「運転免許証提示義務の対象」が拡大されます！

改正後改正前

相

談

被
害
者
相
談
窓
口
の
案
内

�
 

〜
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
〜

これまでは飲酒運転など特定の違反をしていると
認められる場合に限られていましたが、改正後は、
他の交通違反や交通事故を起こした運転者に対す
る提示義務が課されます。◇お詫びと訂正◇

�広報お知らせ版（１１月７日発行）
■９ページ

「安曇野ばーばの知恵袋体験実演会」講演の講師氏名

【誤】久松 生子さん  →【正】久松 育子さん
お詫びして訂正します。


